
明
治
九
年
の
東
北
・
北
海
道
巡
幸
の
錦
絵
に
つ
い
て

明
治
九
年
の
東
北
・
北
海
道
巡
幸
の
錦
絵
に
つ
い
て

　

明
治
天
皇
の
東
北
・
北
海
道
巡
幸
は
、
今
か
ら
一
五
〇
年

前
の
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
六
月
二
日
か
ら
七
月
二
十
一

日
ま
で
の
期
間
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
巡
幸
を
題
材
に
し

た
錦
絵
が
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
、
三
代
歌
川
広
重
（
安
藤
徳

兵
衛
）
・
楊
州
周ち

か
の
ぶ延

（
橋
本
直
義
）
・
孟
斎
（
永
島
芳
虎
）
な

ど
三
人
の
浮
世
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

大
判
の
「
報
知
新
聞
奥
羽
御
巡
幸
図
会
」
シ
リ
ー
ズ
の
錦

絵
は
、
中
橋
大
鋸
町
四
番
地
の
三
代
歌
川
広
重
に
よ
っ
て
描

か
れ
、
小
舟
町
三
丁
目
十
一
番
地
の
熊
谷
庄
七
が
版
元
と
し

て
出
版
し
て
い
る
。
福
島
県
内
を
舞
台
に
し
た
錦
絵
は
、「
福

島
縣
下
白
川
旧
城
産
馬
天
覧
之
図
」
、
「
福
島
縣
下
桑
野
村
開

墾
地
図
」
、
「
福
島
縣
下
信
夫
橋
之
図
」
の
三
種
類
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
明
治
九
年
十
月
十
六
日

付
の
御
届
日
で
あ
る
「
東
京
赤
坂
皇
居
御
出
門
図
」
な
ど
を

除
け
ば
、
そ
の
他
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
で
は
明
治
九
年
九
月

六
日
付
の
御
届
印
が
左
の
欄
外
に
存
在
し
て
お
り
、
「
福
島

縣
下
白
川
旧
城
産
馬
天
覧
之
図
」
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。

　

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
多
く
が
、
写
真
師
で

あ
っ
た
内
田
九く

一い
ち

の
弟
子
で
巡
幸
に
随
行
し
た
長
谷
川
吉
次

郎
や
松
崎
晋
二
が
撮
影
し
た
写
真
を
基
に
し
つ
つ
、
全
体
の

構
成
を
考
慮
し
て
一
部
を
省
略
し
た
り
、
あ
る
い
は
創
作
加

筆
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

錦
絵
の
構
図
は
、
明
治
九
年
六
月
十
三
日
午
後
に
長
谷
川

が
撮
影
し
た
写
真
「
白
河
旧
城
跡
産
馬
天
覧
ノ
図
」
を
利
用

し
て
い
る
。
写
真
で
は
白
河
城
（
小
峰
城
）
本
丸
跡
に
放
た

れ
た
長
坂
村
（
西
郷
村
長
坂
）
外
十
四
箇
村
の
産
馬
千
五
百

頭
余
や
馬
夫
八
百
人
が
写
っ
て
い
る
が
、
錦
絵
で
は
特
徴
の

あ
る
馬
や
人
の
数
を
絞
り
、
手
前
中
央
に
は
産
馬
の
貢
献
に

よ
っ
て
御
前
に
召
さ
れ
た
白
河
の
商
人
八
田
部
才
助
を
赤
の

洋
装
で
配
し
、
「
戸
長
八
田
部
才
助
」
の
表
札
を
立
て
て
際

立
た
せ
て
い
る
。
奥
の
八
幡
台
に
設
け
ら
れ
た
野
立
所
で

は
、
天
皇
が
こ
の
光
景
を
観
覧
し
て
い
る
。�

（
渡
邉 

智
裕
）
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本
誌
第
七
十
三
号
に
続
き
、
会
津
郡
田

子
倉
村
（
現
只
見
町
）
を
例
に
、
只
見
川

の
流
れ
に
よ
る
会
津
領
外
へ
の
木
材
流
送

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
い
。

　

同
村
で
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）

頃
、
幕
府
田
島
代
官
の
下
で
木
材
流
送
が

行
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
に
つ
い
て
、
享
保

十
九
年
の
「
奉
願
小
舟
之
事
」
（
皆
川
欣

也
家
文
書
一
二
二
五
）
に
よ
れ
ば
、
享
保

前
期
の
流
送
以
後
、
越
後
国
へ
の
材
木
出

し
の
希
望
者
は
無
か
っ
た
が
、
会
津
藩
預

り
支
配
期
の
享
保
十
二
年
に
出
願
が
あ

り
、
流
送
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
際
は
、

津
川
番
所
（
現
新
潟
県
東
蒲
原
郡
阿
賀

町
）
で
黒
谷
組
（
現
只
見
町
）
郷
頭
の
通

判
（
手
形
）
を
呈
示
し
、
領
外
へ
出
荷
さ

れ
た
。
そ
の
後
途
絶
え
る
も
、
翌
年
（
享

保
二
十
年
）
春
、
木
材
で
小
舟
を
組
み
、

越
後
国
へ
出
荷
す
る
の
を
願
い
出
て
い

る
。
結
果
、
郷
頭
通
判
で
出
荷
さ
れ
た
が
、

ま
た
も
木
材
流
送
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。

　

こ
の
頃
、
会
津
領
内
は
材
木
不
足
に

陥
っ
て
お
り
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
、

会
津
藩
は
津
川
番
所
な
ど
で
杉
・
姫
松
な

ど
材
木
八
品
を
留
物
に
す
る
。
木
材
流
送

に
制
限
が
か
か
る
一
方
で
、
延
享
・
寛
延

期
（
一
七
五
〇
年
前
後
）
以
降
、
田
子
倉

村
で
木
材
流
送
が
定
着
化
し
て
い
く
。
一

例
に
、
下
の
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
御
事
」

（
前
出
文
書
八
八
八
）
で
は
、
寛
延
四
年

（
一
七
五
一
）
七
月
、
越
後
国
大
白
川
村

（
現
新
潟
県
魚
沼
市
）
加
右
衛
門
が
、
津

川
経
由
で
越
後
国
へ
の
流
送
を
願
い
出

た
。
材
は
全
て
姫
松
で
、
角
物
は
一
尺
（
約

三
〇
㎝
）
四
方
で
長
さ
三
間
（
約
五
・
四

ｍ
）
が
十
五
本
、
平
物
は
十
四
挺
と
あ
る
。

　

流
送
増
加
と
同
時
に
、
出
願
内
容
が
定

形
化
・
詳
細
化
を
み
せ
、
他
の
例
で
は
木

材
で
組
む
船
を
「
小
丸
太
舟
」
「
水
舟
」

と
呼
び
、
材
は
姫
松
・
橅ぶ

な

・
栃
・
朴ほ

お

が
確

認
で
き
る
。
ま
た
、
津
川
番
所
を
通
す
の

に
、
以
前
は
郷
頭
通
判
で
済
ん
だ
が
、
当

時
は
会
津
藩
御
蔵
入
役
人
の
通
判
を
要
す

る
よ
う
変
化
し
、
役
人
が
改
め
て
墨
印
を

押
印
さ
れ
た
材
の
み
出
荷
を
許
さ
れ
た
。

　

流
送
頻
度
の
増
加
と
制
度
の
整
備
が
進

ん
だ
延
享
・
寛
延
期
こ
そ
が
、
田
子
倉
村

に
お
け
る
木
材
流
送
の
「
確
立
期
」
で
あ
っ

た
と
み
て
い
る
。�

（
小
野 

孝
太
郎
）

　

中な
か
が
わ
さ
い

川
西
金
之
助
家
文
書
は
、
江
戸
時
代

に
白
川
郡
石
井
草
村
（
鮫
川
村
大
字
石
井

草
）
名
主
を
務
め
た
中
川
西
家
に
伝
来
し

た
名
主
文
書
で
、
そ
の
な
か
に
『
子
孫
繁

昌
手
引
草
』
と
い
う
江
戸
時
代
後
期
の
木

版
刷
り
の
和
本
が
一
冊
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
小
冊
子
の
書
誌
情
報
は
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
縦
が
二
三
・
五
㎝
、
横
が

一
六
・
八
㎝
の
竪
帳
で
、
表
表
紙
一
丁
、

本
文
三
丁
、
裏
表
紙
一
丁
か
ら
な
り
、
紙こ

捻よ
り

で
二
箇
所
を
綴
じ
付
け
た
仮
綴
じ
装
訂

と
な
っ
て
い
る
。
表
題
は
表
表
紙
に
直
接

印
刷
さ
れ
、
角つ

の
が
き書

の
「
邉
土
民
間
」
は
二

行
割
り
で
円
の
な
か
に
、
「
子
孫
繁
昌
手

引
草
」
は
子
持
枠
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
印

刷
さ
れ
て
い
る
。
料
紙
の
紙
質
、
刷
り
の

状
態
、
装
訂
な
ど
か
ら
地
方
で
刷
ら
れ
た

田
舎
版
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
民

間
教
導
を
目
的
と
し
た
施
印
本
は
、
特
に

良
い
書
物
な
の
に
現
在
入
手
が
困
難
な
の

で
、
元
本
の
ま
ま
再
板
し
、
地
方
に
も
広

く
普
及
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
と
い
う
。
裏

表
紙
の
左
下
に
は
「
石
井
草
村
」
と
墨
書

さ
れ
、
当
初
よ
り
石
井
草
村
名
主
の
中
川

西
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

『
子
孫
繁
昌
手
引
草
』
は
、
天
明
の
飢

饉
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
農
村
で
行
わ
れ
て

い
た
子
間
引
き
や
堕
胎
の
悪
習
を
戒
め
る

た
め
、
心
学
の
影
響
を
受
け
た
塙
代
官
の

寺
西
封
元
が
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に

出
版
し
た
教
諭
書
で
、
封
元
が
領
内
の
全

戸
に
配
布
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
子
間
引
き
や
堕
胎
が
悪
い
理
由
を
芋

や
雉
子
や
犬
な
ど
の
例
え
話
を
用
い
て
平

易
に
説
き
な
が
ら
、
領
民
が
自
ら
進
ん
で

矯
正
す
る
よ
う
に
し
た
。
さ
ら
に
封
元

は
、
懐
妊
・
出
産
の
届
け
出
に
よ
る
養
育

手
当
の
給
付
や
子
育
て
途
中
に
臨
時
の
小

児
養
育
金
を
支
給
す
る
制
度
も
設
け
、
妊

産
婦
や
乳
幼
児
の
保
護
、
指
導
医
の
設
置

な
ど
も
実
施
し
て
人
口
増
加
に
努
め
た
。

　

右
側
は
子
返
し
（
子
間
引
き
・
嬰
児
殺

し
）
の
図
で
、
優
し
そ
う
な
顔
の
こ
の
女

は
、
我
が
子
さ
え
も
殺
す
よ
う
な
胴
欲
な

女
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
左
側
は
子
返

し
を
す
る
人
の
心
の
姿
で
、
上
辺
の
顔
は

優
し
げ
だ
が
、
本
性
は
鬼
よ
り
も
恐
ろ
し

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。�

（
渡
邉 

智
裕
）
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寺
西
封た

か

も

と元
と

　
　
　

『
子
孫
繁
昌
手
引
草
』

只
見
川
上
流
域
の
木
材
流
送

―
確
立
期
ま
で
を
中
心
に
―

『子 孫 繁 昌 手 引 草』
（中 川 西 金 之 助 家 文 書 191）

寛 延 4 年 7 月 付 「乍 恐 以 書 付 奉 願 御 事」
（皆 川 欣 也 家 文 書 888）



　

白
川
郡
宝ほ

う
ざ
か坂

村
（
現
矢
祭
町
）
陳じ

ん

野の

家

に
伝
わ
っ
た
「
〔
婚
礼
諸
料
理
品
々
〕
」（
陳

野
兵
三
家
文
書
五
一
八
）
は
、
天
保
九

年
（
一
八
三
八
）
閏
四
月
十
五
日
に
行
わ

れ
た
婚
礼
で
の
献
立
で
あ
る
。
本
書
か
ら

は
、
近
世
農
村
の
婚
礼
の
実
態
や
、
豊
か

な
食
文
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
、
海
産
物
の
豊
富

さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
膳
前
の
酒
宴

で
は
、
鮟あ

ん
こ
う鱇

の
刺
身
や
、
鮟
鱇
の
「
と
も
」

（
腹
の
袋
状
の
も
の
な
ど
、
ま
た
は
肝
）

の
吸
物
と
鯛
の
吸
物
が
並
ぶ
。
刺
身
は
「
と

も
」
に
酢
な
ど
を
混
ぜ
て
擂
っ
た
「
と
も

酢
」
を
か
け
た
。
さ
ら
に
、
本
膳
の
汁
に

鯛
の
つ
み
れ
が
、
二
の
膳
の
刺
身
に
鮟
鱇

の
身
と
「
と
も
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら

れ
、
三
の
膳
の
後
に
鯛
の
浜
焼
き
、
後
段

に
鯛
の
潮
汁
と
鯛
の
浜
焼
き
が
並
ぶ
。
縁

起
物
の
鯛
や
鮟
鱇
に
加
え
、
鱸

す
ず
き

や
鯒こ

ち

、
鮫
、

鮑
、
栄
螺
も
あ
り
、
海
産
物
の
豊
富
さ
は
、

大
津
港
（
現
茨
城
県
北
茨
城
市
）
な
ど
の

漁
場
と
、
平ひ

ら

潟か
た

街
道
な
ど
の
物
流
網
の
存

在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

ま
た
、
椎
茸
や
山や

ま

女め

と
い
っ
た
地
域
の

特
産
を
は
じ
め
、
手
近
で
集
め
る
こ
と
が

で
き
た
食
材
が
多
い
一
方
、
手
間
を
か
け

取
り
寄
せ
た
食
材
も
あ
る
。
一
例
に
、
本

膳
の
皿
で
用
い
た
「
近
江
鮒
」
と
「
尾
張

大
根
」
で
あ
る
。
近
江
鮒
は
、
琵
琶
湖
産

の
大
型
鮒
の
「
源
五
郎
鮒
」
を
指
し
、「
な

れ
ず
し
（
熟
れ
鮨
）
」
の
状
態
で
あ
る
。

尾
張
大
根
は
、
「
宮
重
大
根
」
に
代
表
さ

れ
る
尾
張
国
産
の
青
首
大
根
で
、
甘
み
と

水
分
に
富
む
。
両
者
は
、
手
間
を
惜
し
ま

ず
食
材
を
集
め
た
姿
勢
の
象
徴
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
は
料
理
人
名
も
記
さ
れ
て

お
り
、
調
理
に
手
慣
れ
た
人
物
が
献
立
作

成
・
調
理
を
担
っ
た
。
料
理
人
に
は
区
別

が
あ
り
、「
上
」
と
記
さ
れ
た
東
舘
村
（
現

矢
祭
町
）
下
町
・
四
ツ
屋
町
の
丸
屋
弥
助

が
調
理
を
統
括
し
た
。
「
中
」
の
同
村
中

町
の
三
代
三
郎
と
「
下
」
の
同
村
四
ツ
屋

町
の
惣
三
郎
に
は
「
脇
」
と
も
あ
り
、
弥

助
を
補
助
す
る
立
場
で
あ
る
。
「
下
々
」

の
山
ノ
井
村
（
現
矢
祭
町
）
儀
兵
衛
は
、

三
人
の
下
で
調
理
に
あ
た
っ
た
。

　

本
書
は
、
食
材
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る

と
と
も
に
、
豊
か
な
食
・
料
理
文
化
の
存

在
を
通
じ
て
、
婚
礼
食
の
実
態
を
鮮
明
に

描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。�
（
小
野 

孝
太
郎
）

　

福
島
県
で
は
、
誘
客
促
進
の
一
大
事
業

で
あ
る
「
ふ
く
し
ま
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ

ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
十
一
年
ぶ
り
の
単

独
開
催
を
控
え
る
な
ど
、
観
光
振
興
に
注

力
し
て
い
る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
当
館

で
も
旅
行
や
人
々
の
移
動
に
纏
わ
る
史
料

を
紹
介
す
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
展
「
旅
す
る

人
、
移
動
す
る
人
」
を
開
催
中
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
展
示
中
の
「
御
帰
城
御
道
中
御

用
留
」
（
福
島
藩
板
倉
家
関
係
文
書
七
）

は
、
福
島
藩
十
代
藩
主
板
倉
勝か

つ
て
る顕

の
安
政

五
年
（
一
八
五
八
）
お
よ
び
万
延
元
年

（
一
八
六
〇
）
に
お
け
る
帰
国
時
の
模
様

を
記
録
し
た
目
付
（
助
役
含
む
）
作
成
の

御
用
留
を
、
同
じ
く
目
付
を
勤
め
た
高
橋

直
周
が
筆
写
し
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
故

に
、
た
だ
単
に
藩
主
帰
国
時
の
在
り
様
が

書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
行
列
に
追
陪
す
る
目
付
が
い
か
な
る

業
務
を
担
当
し
た
の
か
を
記
す
前
例
集
と

し
て
の
色
合
い
が
強
い
。
こ
こ
で
は
、
安

政
五
年
の
藩
主
帰
国
に
随
従
し
た
目
付
太

田
助
作
の
記
述
に
基
づ
き
な
が
ら
、
道
中

に
お
け
る
目
付
の
役
割
を
見
て
い
こ
う
。

　

こ
の
際
の
帰
国
は
、
八
月
二
十
三
日
に

江
戸
を
出
立
し
、
同
二
十
九
日
に
福
島
へ

到
着
す
る
と
い
う
七
日
間
の
行
程
で
、
奥

州
道
中
を
通
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

出
立
約
四
か
月
前
の
五
月
二
日
、
太
田

は
帰
国
御
供
を
拝
命
す
る
と
共
に
、
「
御

道
中
御
物
頭
・
御
取
次
・
御
使
者
」
と
心

得
る
よ
う
藩
主
よ
り
仰
せ
付
け
ら
れ
た
点

は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
帰
国
道
中
に

あ
っ
て
は
、
目
付
の
業
務
を
こ
な
す
に
と

ど
ま
ら
ず
、
足
軽
等
の
統
率
や
本
陣
等
と

の
渉
外
を
も
管
掌
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

太
田
の
多
忙
振
り
は
、
史
料
よ
り
看
取

で
き
る
。
例
え
ば
、
藩
主
が
昼
休
憩
・
宿

泊
す
る
本
陣
に
は
行
列
に
先
ん
じ
て
詰
め

て
お
き
、
藩
主
到
着
時
そ
の
出
迎
え
を
し

て
い
る
。
ま
た
、
利
根
川
を
渡
船
に
て
通

行
す
る
栗
橋
関
で
は
、
事
前
に
栗
橋
宿
本

陣
へ
渡
船
の
件
を
掛
け
合
う
役
目
も
果
た

し
た
。
さ
ら
に
は
藩
主
が
休
憩
す
る
宿
場

を
領
す
る
大
名
家
へ
の
使
者
も
務
め
て
お

り
、
古
河
藩
主
土
井
家
や
白
河
藩
主
阿
部

家
の
も
と
へ
挨
拶
に
罷
り
出
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
福
島
藩
主
帰
国
時
の

目
付
は
、
円
滑
な
帰
国
を
実
現
す
る
た

め
、
藩
主
ら
行
列
本
隊
と
の
離
合
を
繰
り

返
し
な
が
ら
粉
骨
砕
身
す
る
存
在
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。�

（
片
村 

峰
雪
）
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福
島
藩
主
帰
国
時
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

目
付
の
役
割

江
戸
後
期
の
白
川
郡
で
の

　
　
　
　

婚
礼
献
立
の
一
例

御 帰 城 御 道 中 御 用 留
（福 島 藩 板 倉 家 関 係 文 書 7）

天保 9 年閏 4 月 15 日付「〔婚礼諸料理品々〕」
（部 分、 陳 野 兵 三 家 文 書 518）



　

福
島
県
は
今
年
（
令
和
八
年
）
、
県
政

一
五
〇
周
年
を
迎
え
る
。
こ
れ
は
、
明
治

九
年
（
一
八
七
六
）
年
八
月
二
十
一
日
に
、

当
時
の
磐
前
県
（
主
に
現
在
の
浜
通
り
を

管
轄
）・
福
島
県
（
同
中
通
り
）・
若
松
県
（
同

会
津
）
の
三
県
が
合
併
（
形
式
的
に
は
福

島
県
へ
の
併
合
）
し
、
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ

県
域
の
福
島
県
が
誕
生
し
た
こ
と
に
ち
な

む
。

　

同
年
に
内
務
省
が
定
め
た
引
継
事
務
取

扱
規
則
に
よ
れ
ば
、
府
県
合
併
に
伴
う
事

務
の
引
き
継
ぎ
期
間
は
五
十
日
で
あ
り
、

例
え
ば
若
松
県
で
は
職
員
が
「
御
引
渡
事

務
整
頓
迄
無
休
暇
出
勤
取
調
」
（
「
〔
若
松

県
〕
日
誌
」
明
治
九
年
八
月
二
十
六
日
条
、

明
治
・
大
正
期
の
福
島
県
庁
文
書
七
六
所

収
）
を
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
。

　

そ
の
甲
斐
も
あ
り
、
無
事
に
合
併
は
整

い
、
三
県
の
公
文
書
も
現
在
の
福
島
県
へ

と
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

際
に
若
松
県
庶
務
課
簿
書
掛
が
作
成
し
た

引
継
書
に
は
、
当
時
の
事
情
が
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

本
年
二
月
廿
日
ニ
至
リ
始
メ
テ
簿
書

　
　

掛
規
則
ヲ
制
シ
掛
員
ヲ
定
メ
其
専
掌

　
　

ス
ル
所
ヲ
盡
サ
シ
ム
依
之
本
年
一
月

　
　

ニ
沂
リ
盡
ク
該
規
則
ヲ
履
践
整
頓
セ

　
　

シ
ム
是
故
ニ
去
二
年
ヨ
リ
八
年
迄
ニ

　
　

係
ル
廰
内
貴
重
ノ
文
書
類
モ
亦
略
々

　
　

該
規
則
ニ
準
據
シ
編
纂
ス
ヘ
キ
ノ
積

　
　

リ
ニ
テ
其
遺
佚
ス
ル
者
ハ
之
ヲ
捜
求

　
　

シ
其
錯
雑
ス
ル
者
ハ
之
ヲ
整
理
シ
専

　
　

ラ
繕
寫
編
録
ニ
従
事
セ
シ
ム(

「
庶
務

　
　

課
引
渡
演
説
書
」
、
明
治
・
大
正
期
の

　
　

福
島
県
庁
文
書
一
八
所
収
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
若
松
県
で
は
明
治
九

年
の
初
め
に
専
門
部
署
を
設
け
て
公
文
書

の
整
理
を
本
格
化
さ
せ
て
い
た
が
、
突
然

の
合
併
に
よ
っ
て
作
業
を
中
止
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
簿
書
掛
で
は

「
繕
寫
編
録
」
中
の
も
の
に
つ
い
て
「
謄

写
完
全
ス
ル
者
」
「
未
了
ノ
者
」
「
書
類
未

タ
集
合
シ
盡
サ
ル
者
」
に
区
分
し
て
引
き

渡
す
こ
と
と
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
前
身
県
の
公
文
書
は
新
た

に
誕
生
し
た
福
島
県
の
も
の
と
な
り
、
改

め
て
一
体
的
な
管
理
が
行
な
わ
れ
て
い

く
。
そ
れ
か
ら
一
五
〇
年
が
経
ち
、
保
存

年
限
の
満
了
な
ど
の
理
由
で
廃
棄
さ
れ
た

も
の
や
再
整
理
に
よ
っ
て
他
の
公
文
書
と

合
綴
さ
れ
て
原
形
を
失
っ
た
も
の
も
多

い
。

　

県
政
一
五
〇
周
年
の
起
点
は
、
文
字
通

り
、
新
た
な
公
文
書
管
理
の
出
発
点
と
も

な
っ
た
。�

（
山
田 

英
明
）

　

収
蔵
資
料
展
は
三
回
開
催
し
ま
し
た
。

「
江
戸
時
代
の
出
版
文
化
」
は
、
四
月

十
九
日
か
ら
七
月
二
十
一
日
ま
で
の
会
期

で
、
江
戸
時
代
の
板
本
や
一
枚
刷
り
な
ど

の
出
版
物
を
展
示
し
、
当
時
の
人
々
が
出

版
物
か
ら
い
か
な
る
知
識
や
情
報
を
得
て

い
た
の
か
、
福
島
県
域
が
ど
の
よ
う
に
認

識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
紹
介
し
ま
し
た
。

水
郡
線
応
援
「
東
白
川
郡
の
古
文
書
―
鮫

川
村
編
―
」
は
、
八
月
九
日
か
ら
十
一
月

二
十
四
日
ま
で
の
会
期
で
、
水
郡
線
沿
線

地
域
（
東
白
川
郡
）
ゆ
か
り
の
古
文
書
を

取
り
上
げ
た
連
続
展
示
の
第
二
弾
目
の
展

示
で
す
。
鮫
川
村
に
ゆ
か
り
の
あ
る
古
文

書
の
な
か
か
ら
、
寺
西
封
元
の
小
児
養
育

政
策
、
隣
村
と
の
境
争
論
な
ど
に
関
す

る
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。
「
新
公
開
史

料
展
」
は
、
十
二
月
十
三
日
か
ら
三
月

二
十
二
日
ま
で
開
催
中
で
、
『
福
島
県
歴

史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録
』
第
五
十
六
集

に
収
録
さ
れ
た
伊
達
郡
藤
田
村
ゆ
か
り
の

商
家
に
伝
わ
っ
た
「
二
文
字
屋
文
書
（
そ

の
二
）
」
お
よ
び
伊
達
郡
小
坂
村
の
旧
家

に
伝
来
し
た
「
高
原
庄
一
家
文
書
（
そ
の

二
）
」
の
な
か
か
ら
代
表
的
な
歴
史
資
料

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

移
動
展
で
は
、
十
月
三
日
か
ら
十
一
月

五
日
ま
で
「
明
治
時
代
の
白
水
阿
弥
陀

堂
」
を
福
島
県
立
図
書
館
で
開
催
し
、
明

治
時
代
の
白
水
阿
弥
陀
堂
の
修
理
や
日
本

美
術
院
に
よ
る
堂
内
の
仏
像
の
修
復
に
関

す
る
公
文
書
や
古
写
真
を
展
示
し
ま
し

た
。
十
月
二
十
五
日
に
は
、
当
館
学
芸
員

が
福
島
を
生
き
る
講
座
第
二
回
「
明
治
時

代
の
白
水
阿
弥
陀
堂
の
修
復
と
日
本
美
術

院
」
と
い
う
研
究
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

十
一
月
十
五
日
の
地
域
史
研
究
講
習
会

は
、
三
春
町
の
三
春
交
流
館
「
ま
ほ
ら
」

に
て
、
大
橋
幸
泰
早
稲
田
大
学
教
育
・
総

合
科
学
学
術
院
教
授
に
よ
る
「
島
原
天
草

一
揆
の
記
憶
」
と
い
う
ご
講
演
と
、
当
館

学
芸
員
に
よ
る
「
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時

代
に
か
け
て
の
阿
武
隈
川
上
流
域
の
舟

運
」
と
い
う
研
究
報
告
を
し
ま
し
た
。

　

古
文
書
講
座
は
、
や
や
中
級
者
向
け
と

し
、
八
月
四
日
・
八
月
十
九
日
・
十
月

二
十
二
日
・
十
一
月
五
日
の
四
回
実
施

し
、
「
堀
江
正
樹
家
文
書
」
に
あ
る
江
戸

時
代
初
期
の
米
沢
藩
に
関
す
る
武
家
の
古

文
書
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ま
し
た
。

　

資
料
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
か
ら

通
常
の
閲
覧
体
制
に
戻
し
ま
し
た
。
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三
県
合
併
時
の

　
　
　

公
文
書
の
引
き
継
ぎ

歴
史
資
料
館
の
一
年

庶 務 課 引 渡 演 説 書
（明 治 ・ 大 正 期 の
福 島 県 庁 文 書 18）


